
●意見広告賛同
団体1口5,000円×　　　　　口 個人1口1,000円×　　　　　口
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憲法を守り・いかすことが、いのち・くらしを守る政治！

5・3新聞意見広告カンパに

ご協力ください

改憲発議も
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　新年早々、トランプ政権によるベネズエラへの軍事攻撃が伝えられました。
「麻薬対策」を口実にした爆撃や大統領夫妻の拘束は、国連憲章と国際法に
反する行為です。こうした危険な情勢のもと、高市政権は米国追随で軍事費
をGDP比2％、11兆円規模へ拡大しました。大軍拡は社会保障や医療、教
育、福祉を圧迫し、私たちのくらしを苦しめます。憲法9条を生かし、平和と安
心を守るため、共同の力で戦争する国づくりを止めましょう。
　2026年の憲法記念日に向け、憲法を守りいかす政治を求める声を広げる
ことが必要です。そのために、下記の内容での意見広告運動に取り組みま
す。趣旨をご理解いただき、朝日新聞などに掲載する意見広告の取り
組みの成功にご協力いただきますようお願いいたします。

5月3日（日・祝）意見広告掲載日 掲載紙 朝日新聞　など

カンパ額

振り込み方法について

団体1口5000円、個人1000円（いずれも何口でも可）

団体名の掲載

2026年4月6日（月）までに振り込みがあった団体は意見広
告に団体名を掲載します。個人名は非掲載となりますので
ご了承ください。
なお、4月7日以降に振り込んだ団体はホームページでの掲
載となります。

●チラシの振り込み取扱票で振り込む。●振り込み取扱票を使用せず、下記の金融機関
に振り込む。「団体」の場合は、必ず、メールまたはFAXで、団体名、電話番号、振込日、
振込金額、振込金融機関名を事務局までお知らせください（団体の場合のみ）。

　●ゆうちょ銀行　〇一九店　(当)　0615100　名義　憲法改悪反対共同センター
　●中央労働金庫　本店営業部　(普)　1548020　名義　憲法改悪反対共同センター  カンパ受入期間 2026年5月末までに送金をお願いします。



事務局：憲法共同センター　〒113-8462　
東京都文京区湯島２－４－４　全労連会館４F
TEL 03-5842-5611　FAX 03-5842-5620
　move@zenroren.gr.jp

戦争する国づくりストップ！
憲法を守り・いかす共同センター

安保破棄中央実行委員会／映画演劇労働組合連合会／原水爆禁止日
本協議会／憲法改悪阻止各界連絡会議／ＪＭＩTＵ／自由法曹団／障
害者の生活と権利を守る全国連絡協議会／新医協 ( 新日本医師協会 )
／新日本スポーツ連盟／新日本婦人の会／全国印刷出版産業労働組合
総連合会／全国商工団体連合会／全国生活と健康を守る会連合会／
全国生協労働組合連合会／全国福祉保育労働組合／全国労働組合総
連合／全日本教職員組合／全日本建設交運一般労働組合／全日本年
金者組合／全日本民主医療機関連合会／全労連・全国一般労働組合
／日朝協会／日本アジア・アフリカ・ラテンアメリカ連帯委員会／日本
医療労働組合連合会／日本共産党／日本国民救援会／日本国家公務
員労働組合連合会／日本自治体労働組合総連合／日本のうたごえ全国
協議会／日本母親大会連絡会／日本美術会／日本婦人団体連合会／
日本平和委員会／日本民主主義文学会／日本民主青年同盟／日本
ユーラシア協会／農民運動全国連合会／平和・民主・革新の日本をめ
ざす全国の会／労働者教育協会

50音順(2月13日現在)

５・３新聞意見広告呼びかけ団体
共同センターHP


